
 
職

員

の

営

利

企

業

等

の

従

事

制

限

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

� 

 
 

令

和

七

年

二

月

二

十

一

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈

良

県

人

事

委

員

会

委

員

長 

森 
 

宏 

之 

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号 

 
 
 

職

員

の

営

利

企

業

等

の

従

事

制

限

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則 

 

職

員

の

営

利

企

業

等

の

従

事

制

限

に

関

す

る

規

則

.

昭

和

二

十

六

年

九

月

奈

良

県

人

事

委

員

会

規

則

第

七

号

4

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

� 

 

第

二

条

中

:

通

り

=

を

:

と

お

り

=

に

改

め

る

� 

第

三

条

中

:

又

は

自

ら

営

利

企

業

を

営

む

=

を

:

若

し

く

は

自

ら

営

利

企

業

を

営

み

K

又

は

報

酬

を

得

て

事

業

若

し

く

は

事

務

に

従

事

す

る

=

に

K

:

通

り

=

を

:

と

お

り

=

に

改

め

K

同

条

各

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

� 

一 

職

務

の

遂

行

に

支

障

を

来

さ

な

い

と

認

め

ら

れ

る

場

合 

二 

職

員

の

占

め

る

職

と

密

接

な

関

係

が

な

い

と

認

め

ら

れ

る

場

合

.

任

命

権

者

が

特

別

の

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

を

除

く

�

4  

三 

そ

の

他

法

の

精

神

に

反

し

な

い

と

認

め

ら

れ

る

場

合 

第

四

条

を

削

る

� 

 
 
 

附 

則 

 

こ

の

規

則

は

K

令

和

七

年

三

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

� 
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